一般社団法人　静岡県理学療法士会定款・細則・分掌規定
　　　　　　　　　　平成23年５月現在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規約審議委員会　代表　沖住　省吾
一般社団法人　静岡県理学療法士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定　　款
　　　　　　　　　　　　　　　　第１章　　総　　則
（名称）
第１条　当法人は、一般社団法人　静岡県理学療法士会と称する。
（事務所の所在地）
第２条　当法人は、主たる事務所を静岡県葵区追手町10番203号　新中町ビル2階に置く。
（目的）
第３条　当法人は、静岡県内に勤務、居住する理学療法士の学術技能の向上に努めるとともに人的資質の向上を図り、併せて社団法人日本理学療法士協会と協力して、地域社会における保健、医療及び福祉に貢献することを目的とし、次の事業を行う。
（1）　理学療法を通じて、医療・保健及び福祉の発展に寄与するための事業
（2）　理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の向上に寄与するための事業
（3）　理学療法士の教育機関に協力し、理学療法士の資質向上に寄与する事業
（4）　理学療法士に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究に関する事業
（5）　内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業
（6）　理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事業
（7）　前各号に掲げる事業に附帯する又は関連する事業
（基金の拠出）
第４条　当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
（広告の方法）
第５条　当法人の広告は、官報に掲載して行う。
（基金の拠出者の権利に関する規定）
第６条　拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
（基金の返還の手続き）
第７条　基金の拠出者に返還する基金の総額について、定時社員総会における議決を経た後、理事会にて決定したところに従って返還する。
第２章　社　員（会　員）
（定義）
第８条　当法人の正会員を社員とする。
（種別）
第９条　本会の会員は、次の通りとする。
（1）　正会員　　当法人の目的に賛同し、理学療法士の免許を有する者で、静岡県内に勤務又は居住する者。
（2）　名誉会員　当法人に功労のあった個人又は法人で、理事会において推薦し、社員総会において承認を得たもの。
（3）　賛助会員　当法人の目的に賛同し、援助する個人又は法人で、理事会の承認を得たもの。
（入社）
第10条　正会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の手続きによる申し込みをし、代表理事の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
（経費の負担）
第11条　正会員は当法人の目的を達成するため、入会金及び会費を支払わなければならない。
2　既納付の会費は理由の如何を問わず返還しない。
3　賛助会員の会費は、別に定める。　
4　名誉会員は、会費を納めることを要しない。
（退社）
第12条　会員はいつでも退社（以下「退会」という。）することができる。ただし、1カ月前以上に当法人に対して退会の予告をしなければならない。
2　前項の場合のほか、会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
（1）　第9条に規定する資格を失ったとき
（2）　総会員の同意があったとき
（3）　死亡したとき
（4）　除名されたとき
（5）　正当な理由なく会費を１年以上納入しないとき
（除名）
第13条　会員が当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは社員総会の決議により除名することが出来る。
（社員名簿）
第14条　当法人は、会員の氏名、住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
（設立時の社員の名前および住所）
第15条　社員の名前及び住所は次の通りである。
静岡県伊豆市上白岩６０４番地の３
　　　社　員　　内　田　　成　男
静岡県庵原郡富士川町中之郷３１７６番地の９
　　　社　員　　風　間　　章　好
　　　静岡県富士宮市源道寺町８３９番地の５
　　　社　員　　和　泉　　謙　二
　　　静岡県掛川市宮脇６１４番地の２
　　　社　員　　菊　池　　和　也
第３章　社員総会
（社員総会）
第16条　当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
2　社員総会は、本定款第９条の正会員を持って組織する。
3　定時総会の開催時期は、第19条に定める。
（社員総会の開催地）
第17条　社員総会の開催場所は、理事会において決定する。
（社員総会の議決事項）
第18条　社員総会は、この法令・定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
（1）　事業計画及び収支予算についての事項
（2）　事業報告及び収支決算についての事項
（3）　財産目録及び賃借対照表についての事項
（4）　その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
（招集）
第19条　社員総会は、毎年１回事業終了後３月以内に代表理事が招集する。
2　社員総会の招集は、理事会において決定する。
3　社員総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
4　前項のほか、法律の定めにより社員が招集請求することができる。
5　社員総会は、正会員の過半数（委任状による出席を含む）の出席がなければ開催することができない。
（招集通知）
第20条　社員総会の招集は、少なくとも１週間以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
（議長）
第21条　社員総会の議長は、社員総会のつど、出席正会員から選任する。
（決議の方法）
第22条　社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席（（委任状による出席を含む）し、出席した社員の過半数をもって、これを決する。
2　社員は、法令に従い代理人によってその議決権を行使することができる。
（議決権）
第23条　社員総会において、正会員は各１個の議決権を有する。
（会員への通知）
第24条　社員総会の議事の要領及び議決した事項は、議決権を有する全会員に通知する。
（議事録）
第25条　社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2　議事録には、議長、代表理事および出席した理事が記名押印しなければならない。
第４章　　　役　　員
第26条　当法人に次の役員を置く。
（1）　代表理事　　　　　　　　　　１名
（2）　理事　　　　　　　　　　　　13名以内
（3）　監事　　　　　　　　　　　　２名以内
2　理事のうち２名を副代表理事とする。
（選任）
第27条　代表理事、理事及び監事は正会員の中から社員総会において選出する。
2　選挙に関する事項は選挙細則に定める。
（役員の職務）
第28条　代表理事は、当法人を代表し、業務を統括する。
　　　2　副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に何らかの事故・都合により職務が遂行または履行できないときその職務を代行する
　    3　代表理事及び理事は、理事会を構成して第34条に定める事項を審議し、執行する。
　    4　監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に関する職務を行う。
　　　（1）　当法人の財産状況を監査すること
　　　（2）　代表理事、理事の業務執行の状況を監査すること
　　　（3）　財産の状況又は業務の執行について不正な事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること
　　　（4）　前号の報告をするため必要のあるときは、理事会又は社員総会を招集すること
（役員の任期）
第29条　代表理事及び理事の任期は就任後２年以内、監事の任期は就任後４年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
　　 2　任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は、既に在任している理事の任期の在任期間と同一とする。
　   3　任期満了前に退任した監事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の在存期間と同一とする。
　   4　役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
（役員の解任）
第30条　代表理事、理事及び監事は、正当な理由があるときは、社員総会の決議によって解任することができる。
この場合、その理事及び監事に対し、決議をする前に弁明の機会を与えなければならない。
（役員の報酬）
第31条　代表理事、理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
（顧問・相談役・参与）
第32条　本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
第５章　　理　事　会
（理事会及び監事の設置）
第33条　当法人は、社員総会および理事のほか、次の機関を設置する。
（1）　理事会
（2）　監事
（権限）
第34条　理事会は、次に掲げる職務を行う。
　　　（1）　社員総会の招集に関する事項の決定
（2）　規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
（3）　当法人の業務遂行の決定
（4）　理事の職務の執行の監督
2　理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することが出来ない。
　　  （1）　重要な財産の処分及び譲り受け
（2）　多額の借財
（3）　重要な使用人の選任及び解任
（4）　従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
（5）　理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
（招集等）
第35条　理事会は代表理事が招集する。
　　  2　理事会を招集するには、理事会の日の１週間前までに各理事、各監事に対してその通知を発しなければならない。
　    3　前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
　    4　理事会の議長は、代表理事又は、理事会に出席する理事のうち代表理事が指名したものがこれに当たる。
（決議等）
第36条　理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
　　 2　理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
（議事録）
第37条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事がこれに署名若しくは記名押印しなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　第６章　　　計　　算
（事業年度）
第38条　当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
（計算書類）
第39条　代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、定時社員総会に提出し、（3）についてはその内容を報告し、（1）、（2）及び（4）については承認を求めなければならない。
　　　（1）　賃借対照表
（2）　損益計算書
（3）　事業報告書
（4）　剰余金の処分又は損失金の処理に関する議案
　　　　　　　　　　　　　　第７章　　　資　　産
（資産の構成）
第40条　当法人の資産は次の各号をもって構成する。
　　　（1）　設立当初の財産目録に記載された財産
（2）　会費
（3）　入会金（協会本部より還付）
（4）　事業に伴う収入
（5）　資産から生じる収入
（6）　寄付金品
（7）　その他の収入
（資産の種別）
第41条　当法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の２種とする。
2　基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
　　　（1）　設立当初の財産目録のうち、基本財産の部に記載された財産
（2）　理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
（3）　基本財産とすることを指定して寄付された財産
3　運用財産は、基本財産以外の資産とする。
（資産の持ち分）
第42条　当法人の資産は、正会員総人数で除した金額相当額を構成会員の持ち分とする。
しかし、当法人の解散以外での事由による退社（退会時）において会員はその持ち分を放棄したものとみなすこととする。
（資産の管理）
第43条　当法人の資産は、代表理事が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期貯金とする等確実な方法により、代表理事が保管する。
（長期借入金）
第44条　当法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　第８章　　　定款の変更
（定款の変更）
第45条　この定款を変更しようとするときは、社員総会において出席社員の４分の３以上の議決権を有する社員の賛成を得なければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　第９章　　　解　　散
（解散の事由）
第46条　当法人の解散は、次に掲げる事由により解散する。
　　　（1）　社員総会の議決
（2）　合併（合併により当法人が消滅する場合）
（3）　破産手続開始の決定
（4）　解散を命ずる裁判
　　 2　本条前（1）の決議は、出席社員の４分の３以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　第１０章　　　付　　則
（最初の事業年度）
第47条　当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成２０年３月３１日までとする。
（最初の理事及び監事の任期）
第48条　当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後１年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2　当法人の設立当初の理事、監事及び代表理事は、次のとおりとする。
代表理事　　内　田　　成　男
理　事　　　風　間　　章　好
理　事　　　和　泉　　謙　二
監　事　　　菊　池　　和　也
（その他）
第49条　この定款に規定のない事項は、一般社団・財団法人法その他の法令によるものとし、法令・定款にない部分については、別途社員総会で規定するところによるものとする。
一般社団法人　静岡県理学療法士会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　田　　成　男　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風　間　　章　好　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　崎　　哲　哉　　　印
社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和　泉　　謙　二　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紅　野　　利　幸　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　部　　敏　幸　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井　上　　義　文　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　上　亜　城　洋　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　　　　修　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　城　　久　子　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤　野　　公　一　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　々　木　嘉　光　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊　池　　和　也　　　印
　　　　社　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　田　　安　史　　　印
一般社団法人　静岡県理学療法士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　定款細則
Ⅰ．会計に関する項
この細則は定款第11条に定めるところによる。
１．当法人の会費は9,000円とし、（社）日本理学療法士協会年会費11,000円を併せて徴収する。
ただし、免許所得年度の新入会員は（社）日本理学療法士協会年会費を5,000円とし、当法人会費9,000円の他、当法人への入会費として5,000円を併せて納入しなければならない。
また、上記以外の新入会員は当法人会費9,000円及び（社）日本理学療法士協会年会費11,000円と当法人への入会費5,000円を併せて徴収するものとする。
２．臨時会費を徴収することができる。
Ⅱ．表彰に関する項
１．表彰者を推薦するために表彰委員会を設置する。
２．表彰委員会は常設機関とし、表彰に関する事項のみを審議・審査する。
３．表彰委員は各地区より１名ずつを理事会において選出し構成する。
４．委員長は表彰委員の互選により選出する。
５．表彰委員の任期は2年とする。
６．被表彰候補者は表彰委員を辞任しなければならない。
７．表彰委員会はこの細則に定める基準に適合すると思われる者で、しかも他の会員の模範となる会員を会長に推薦する。
８．代表理事は表彰委員会よりの推薦を理事会に付し、理事会の審議の上表彰する。
９．次の各号に該当する会員は静岡県理学療法士会功労賞として表彰する。
（1）当法人の在籍通算30年以上のもの
（2）当法人定款に定める役員或いは当法人選出代議員として通算15年以上役職にあったもの
（3）代表理事として２年以上役職にあったもの
（4）当法人の活動に多大なる貢献をしたもの
10．理学療法士として学術活動に多大なる貢献をしたものは学術功労賞として表彰する。
11．当法人会員として日本理学療法士協会関係の学会或いは学術誌に演題或いは論文を多数発表したものは学術奨励賞として表彰する。
12．第７条に依る他、理事会の審議・審査の上、表彰がふさわしいと思われるものは表彰する事ができる。
13．理事会は当法人に対し多大な援助を与え、当法人の発展に寄与した個人又は団体に対し感謝状を贈呈することができる。
14．（社）日本理学療法士協会又は他団体などから依頼のあった表彰候補者の推薦については表彰委員会で選考し理事会において承認する。
15．本細則に疑義が生じた場合は、表彰委員会が推薦し理事会において決定する。
16．本細則上、推薦事由にあたる項目については、当法人の全身団体における実績も対象とする。
Ⅲ．福利厚生に関する項
この細則は定款第３条６項に定めるところによる。
　１．弔慰金の給付は次の通りとする。
　　（1）会員死亡の場合、その当該年度の会費相当額を弔意金とする
（2）会員外においては、全ての理事が必要と認めた場合、弔慰金を給付することができる。
２．会員が長期にわたる疾病にかかった時などは適宜見舞いすることができる。
３．上記事項の発生の予期、又は発生後、会員相互扶助の精神に基づいて直ちに事務局に連絡し対応できるよう会員は協力することとする。
４．有事の際には代表理事又は役員が出向くこととする。
５．上記の理由で出張するものには、旅費規定の運用により交通費等を支給する。
６．会員が福利厚生を受ける権利は入会後直ちに効力を発する。
Ⅳ．地区に関する項
　１．当法人を以下の３地区に分割する。
　　（1）富士市、富士宮市以東を東部地区とする。
　　（2）静岡市以西、牧之原市、島田市、榛原郡以東を中部地区とする。
　　（3）浜松市、周智郡、掛川市、菊川市、御前崎市以西を西部地区とする。
Ⅴ．学会に関する項
この細則は定款第３条２項に定めるところによる。
１．学会の名称を静岡県理学療法士学会とする。
２．学会は理学療法に関する学術の研究事業を行うことを目的とする。
３．学会の開催は原則として年一回開催し、開催地区は西・中・東部各地区輪番制とする。
４．演題発表資格
　（1）演題（筆頭）の応募資格を有する者は、日本理学療法士協会及び静岡県理学療法士会会員であること。
　（2）他職種（学生含む）が筆頭演者の場合は、共同演者に本会員が含まれている必要がある。
５．演者に関する倫理上の注意
　（1）ヘルシンキ宣言に沿った研究であること
　（2）プライバシーや人体に影響を与える研究に関しては、対象者に説明と同意を得たことを本文中に明記すること
　（3）レントゲン写真や侵襲を伴う研究方法がなされた場合は、抄録中にそれを実際に施行した人の職種を明記すること
６．演題応募上の注意
　（1）演題は未発表のものであること
７．学会組織
　（1）本会に学会長一名を置く。
　（2）学会長は理事会により決定する。
　（3）学会長の任期は任命後、当該学会残務処理終了後までとする。
　（4）学会長は学会の企画・運営に関する決定を行う。
　（5）学会長または代行者は企画・運営などの学会に関する経過を適時理事会において報告し承認を受ける。
　（6）学会長は学会終了後学会報告書、学会収支決算書を作成し、監事による監査を受けた後、理事会において報告する。
　（7）学会長が職務を遂行できない事情が生じた場合には、代行者を任命する。
　（8）学会に学会準備委員長一名と若干名の準備委員を置く。
　（9）学会準備委員長及び準備委員は学会長が任命する。
　（10）学会準備委員長及び準備委員は学会の企画・運営にあたる。
　（11）学会準備委員長及び準備委員の任期は任命後、当該学会残務処理終了後までとする。
８．学会に要する費用は当法人の援助金、会場整理費等をもってあてる。
Ⅵ．旅費等手当に関する項
この細則は、代表理事の命により当法人の用務により旅行する役員等に対して、支給する旅費等手当について必要な事項を定めるものとする。
１．この規則でいう役員とは、代表理事、副代表理事、理事、監事、部長、委員長、代議員等である。
２．役員が理事会又は当法人の用務で部会、事業並びに事業に関連した会議に出席するため旅行した場合に旅費等手当を支給することができる。
３．役員以外の者が当法人の用務で旅行する場合には役員に準じた旅費を支給するものとする。
４．旅費は、最も合理的な方法により旅行をした場合の旅程により計算する。
　（1）当法人活動に出席する役員などは実費に基づき支給する。
　（2） 前項以外の会議に出席する場合は、路程距離分の鉄道賃もしくは交通費等の旅費手当を支給する。
　（3）代表理事がこの細則による旅費等手当にて旅行することが予算上困難であると認めたとき、理事会で協議して別に定める旅費等手当を支給することができる。
５．旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を含む旅費等手当とする。
６．旅費等の支給を受けるものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、事後速やかに当該旅費の支出又は支払いをする者に提出し、支給を受けるものとする。
７．この細則に定めていない事項は、理事会で議決する。
Ⅶ．代議員に関する項
この細則は社団法人日本理学療法士協会定款第18条及び定款細則Ⅳに定めるところによる。
　１．代議員は、正会員の中から選出する。
　　（2）代議員の選挙は、本会選挙細則に基づき、役員の選挙に準じて、定員連記投票で行う。
２．代議員の定数は社団法人日本理学療法士協会定款による。
３．代議員の資格は社団法人日本理学療法士協会定款による。
４．代議員会に提出する議題は、正会員から広く公募し、理事会の承認を得たものとする。
５．代議員は代議員会の議事内容を報告しなければならない。
６．代議員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。
７．この細則は、平成20年４月１日より一部改正により施行する。
（附則）
この規定は、平成22年６月13日より、一部改正により施行する。
この規定は、平成23年５月21日より、一部改正により施行する。
一般社団法人　静岡県理学療法士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙細則
１．本細則は定款第27条に基づき選挙に関する事項を定めたものである。
２．選挙が公正且つ適切に執行される為に選挙管理委員会を設置する。
３．選挙管理委員会は会員の中より２名以上を理事会において選出し構成する。
４．選挙管理委員長は選挙管理委員の互選により選出する。
５．選挙管理委員の任期は２年とする。
６．選挙管理委員の欠員は必要に応じて選挙管理委員長がこれを補充する。
７．役員の任期満了による選挙は任期中最後の総会までに選出する。
８．理事会の解散による選挙および役員の補充選挙はこれを行うべき理由が生じた日から90日以内に行う。
９．選挙の期日はすくなくとも60日前に公示させなければならない。
10．選挙による投票は、選挙管理委員会が定める方法により行う。
11．投票は代表理事については単記無記名により１人１票とする。理事、監事及び代議員については各々定員数に基づいた数を連記し無記名により行い１人１票とする。
12．立候補者が定員に満たない場合、或いは定員と同数の場合は無投票とする。
13．選挙の投票管理者は選挙管理委員がこれを代行する。
14．開票に際し、選挙管理委員以外の正会員２名の立ち会い必要する。
15．下記に掲げる投票は無効とする。
（1）選挙管理委員会が定める正規の投票方法で行われなかったもの
（2）候補者でない者の氏名を記載したもの
（3）投票中に規定された員数より多くの氏名を記載したもの
（4）候補者の何人を記入したのかを確認し難いもの
16．役員の候補者になろうとする者は、当該選挙の期日の公示があった日から選挙当日の30日前までに選挙管理委員会指定の用紙にその旨を書き選挙管理委員会に届けなければならない。
17．１つの役員の選挙候補者となった者は同時に他の役員の選挙候補者になることはできない。
18．選挙管理委員は在職中、当該選挙の役員の候補者となることはできない。
19．各選挙において有効投票の多数を得た者の上位から定数だけの者を持って当選人とする。
20．当選人を定めるに当たり、投票数が同じである場合は抽選によって決定する。
21．当選人が定まったときは、選挙管理委員長は直ちに当選人の氏名及び得票数並びに各候補者の得票数その他選挙の次第を公示しなければならない。
22．立候補者がいない場合には、理事で構成する推薦委員会により総会に推薦する。
23．代表理事、理事及び監事に欠員が生じた場合は、理事会の要請に基づき選挙管理委員会は補欠選挙をおこなわなければならない。
24．会員は会員総数の５分の１以上の者の連署をもってその代表者から選挙管理委員会に対して下に掲げる事項を請求することができる。
（1）理事会の解散
（2）役員の解任
25．前条の請求があったとき、選挙管理委員会は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
26．第25条の請求があったとき選挙管理委員会はこれを投票に付さなければならない。
27．前条の規定による投票において過半数の同意があったときは、理事会は解散、役員は解任されるものとする。
28．前条に依るほか、理事会又は役員は総会において不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決したときは、それぞれ解散又は解任されるものとする。
29．第24条の規定による投票の結果が判明したとき、選挙管理委員会は直ちにこれを公示しなければならない。
30．第24条の規定による請求は、投票の日から180日間はこれをすることができない。
31．本会則に疑義が生じた場合は選挙管理委員会が審議し決定する。
32．本細則の改正は総会に出席した会員の４分の３以上の同意が必要である。
33．本細則は、平成20年４月１日より発効する。
（附則）
本細則は、平成22年６月13日より、一部改正により施行する。
本細則は、平成23年５月21日より、一部改正により施行する。
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